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倉敷市美観地区景観整備事業補助金交付要綱 

  

（趣旨） 

第１条 美観地区における本市特有の意匠及び形態による町屋、蔵等を中心とした伝統的な景観を保全する

ため、当該景観を整備する事業を行う者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その

交付に関しては、倉敷市補助金等交付規則（昭和４３年倉敷市規則第３０号）に定めるもののほか、この

要綱の定めるところによる。 

（定義） 

第２条 この要綱において「美観地区」とは、景観法（平成１６年法律第１１０号）第６１条 

第１項の規定に基づき、都市計画に定める景観地区をいう。 

 （補助事業） 

第３条 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助事業」という。）は、美観地区内の市道から通常望見

できる工作物等（以下「対象工作物等」という。）の新設、改修、整備等を行う事業であって、別表第１

に規定する技術的細目に適合するものとする。 

（補助対象者） 

第４条 補助金の交付の対象となる者は、補助事業を実施する対象工作物等の所有者又は占有者とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては補助金を交付しない。 

(１) 市税を滞納している者 

(２) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第６号に規定す

る暴力団員（暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者を含む。以下この号において「暴力団員

」という。）又は同条第２号に規定する暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有す

る者 

(３) 前２号に掲げる者のほか、市長が不適当と認める者 

 （補助金の額） 

第５条 補助金の額は、別表第２に規定する補助対象経費（補助事業に要した工事費等の額（消費税及び地

方消費税を除く。）をいう。以下同じ。）の区分に応じ、補助対象経費に同表に規定する補助率を乗じて

得た額とし、同表に規定する補助限度額を限度とする。この場合において、補助金の額に１，０００円未

満の端数があるときは、これを切り捨てる。 

 （補助の制限） 

第６条 この要綱による補助金の交付（この要綱と同様の趣旨に基づく本市からの補助金の交付を含む。以

下この項において同じ。）は、一の対象工作物等につき１回限りとする。ただし、この要綱による補助金

の交付を受けた日から５年が経過した場合又は市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。 

２ 補助事業に対し、本市又は他の団体から補助金等を受ける場合は、補助金を交付しない。 

（交付申請） 

第７条 補助金の交付を受けようとする者は、補助事業に着手する日の１月前までに、所定の補助金交付申

請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

(１) 設計図書（図面等により工事の全体における補助事業の範囲が判別できるものに限る。 ）  

(２) 見積書（内訳書等により全体工事における補助対象経費が判別できるものに限る。） 

(３) 施工前の写真（対象工作物等の全景を撮影したものを含め、角度等を変えて複数枚撮影したものに

限る。） 

(４) 市税の滞納がないことを証する書類 

(５) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

 （交付決定等） 

第８条 市長は、前条の規定により補助金交付申請書の提出があったときは、速やかにこれを審査し、補助

金の交付の適否を決定し、所定の補助金交付（不交付）決定通知書により通知するものとする。 

２ 市長は、前項の規定による決定に当たり、必要な条件を付すことができる。 
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 （変更申請等） 

第９条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者（以下「補助事業者」という。）は、補助事業の内

容を変更し、若しくは補助事業の実施を延期し、又は補助事業を中止しようとするときは、速やかに所定

の事業変更（延期・中止）承認申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による承認に当たり、必要に応じて条件を付し、又は前条第２項の規定により付し

た条件を変更することができる。 

 （実績報告） 

第１０条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、その日から３０日を経過した日又は３月１５日（閉

庁日の場合は、その日後において最も近い開庁日）のいずれか早い日までに、所定の補助事業実績報告書

に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

(１) 補助対象経費に係る工事図面 

(２) 施工中の写真 

(３) 完成写真（第７条の規定により提出した施工前の写真と比較できるものに限る。） 

(４) 補助対象経費に係る領収書等の写し 

(５) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

（補助金の額の確定） 

第１１条 市長は、前条の規定により補助事業実績報告書の提出があったときは、これを審査し、補助金の

交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助

事業者に対し、所定の確定通知書により通知するものとする。 

（補助金の請求等） 

第１２条 前条の規定により通知を受けた補助事業者は、当該通知を受けた日から７日以内に所定の補助金

請求書を市長に提出するものとし、市長は、これに基づき補助金を交付するものとする。 

 （交付決定の取消し等） 

第１３条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第８条第１項の交付決定

の全部又は一部を取り消すものとする。この場合において、市長は、所定の取消通知書により補助事業者

に通知するものとする。 

(１) 偽りその他不正な手段により第８条第１項の交付決定又は前条の補助金の交付を受けたとき。 

(２) 補助金を他の用途に使用したとき。 

(３) 正当な理由なく、第８条第２項又は第９条第２項の規定により付した条件に違反したとき。 

(４) 前３号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるとき。 

２ 市長は、前項の規定により交付決定を取り消した場合において、既に補助金を交付しているときは、期

限を定めてその返還を命じるものとする。 

 （財産の管理及び運用） 

第１４条 補助事業者は、補助事業が完成した後も、補助金により取得し、又は効用が増加した財産を善良

なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金交付の目的に従ってその効果的運用を図らなければ

ならない。 

（その他） 

第１５条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 
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別表第１（第３条関係） 

対象工作物等の区分 技術的細目 

塀 塀瓦を施工し、かつ、壁面を白漆喰塗又は板張り仕上げとしたも

のその他これらに類するものであること。 

生垣 江戸期から明治期にかけて建築された町屋及び蔵との景観上の調

和が図られたものであること。 

門、柵その他の工作物 江戸期から明治期にかけて建築された町屋及び蔵との景観上の調

和が図られた意匠及び形態によるものであること。 

屋外に露出している給排水設

備、空調設備又は電気設備等 

江戸期から明治期にかけて建築された町屋及び蔵との景観上の調

和が図られたものであること。 

屋外広告物 倉敷市屋外広告物条例施行規則（平成１４年規則第４８号）別表

第１の２の項の表に掲げる１事業所当たりの表示合計面積に含め

ないことができるものの基準に適合すること。 

 

別表第２（第５条関係） 

補助対象経費 補助率 補助限度額 

塀、生垣又は門、柵その他の工作物の新築、増築、改築、修繕又は

模様替えに要する工事費のうち、外観の施工に係る経費及びこれに

伴う設計費等 

 

 

 

３分の２ 

 

５０万円 

屋外に露出している給排水設備、空調設備又は電気設備等の外観上

の改修（目隠しを含む。）又は撤去に要する工事費 

２０万円 

屋外広告物の新設、改修又は撤去に要する工事費 ２０万円 

 


